
記入例

■提出・お問い合わせ先

〒460－0002 名古屋市中区丸の内３丁目１－３５ 名古屋薬業健康保険組合 業務課

ＴＥＬ：０５２－２１１－２４３９ HP:https://www.meiyaku-kenpo.or.jp/

記号番号は保険証に
記載されています。

1

“はい”の場合は、労災保

険に該当かどうか、会社

を通してご確認ください。

２

退職後の申請の場合、

ご記入ください。

４

療養担当者の意見を

記入する欄の

“33欄労務不能と認めた

期間”と同じ期間を

ご記入ください。

３

（R5.2 ）
１／３

健康保険傷病手当金同付加金支給申請書

987 654 3210

１

123

45

ケンコウ タロウ

健康 太郎

１０ ８ ３１
123 0000 012 345 6789

名古屋市中区△△△１－１ □□□マンション101

□□□株式会社

左肩部強打

鎖骨骨折

Ｒ４ ５ ２０
Ｒ４ ６ ２１ ３１

1

２

営業

４

３

Ｒ４ ７ ２０

R4 5 20



記入例

健康 太郎

□□□株式会社
健康 一

鎖骨骨折健康 太郎

令和４ ５ ２０ 木 6 00

自宅で朝起床し、２階の寝室から１階のリビングへ階段で降りようとした際に
足を滑らせて負傷した。

会社（事業主）ご記入欄

５

５

Ｒ４ ７ ２０

傷病名が外傷性のもの
（骨折・損傷など）、腰部
や頚椎疾患である場合は
必ずご記入ください。

※初回申請時のみ記入し
てください。

６

６

２／３

健康保険傷病手当金同付加金支給申請書

■提出・お問い合わせ先

〒460－0002 名古屋市中区丸の内３丁目１－３５ 名古屋薬業健康保険組合 業務課

ＴＥＬ：０５２－２１１－２４３９ HP:https://www.meiyaku-kenpo.or.jp/

■添付書類は申請書の裏面に記載があります。申請時には必ずご確認ください。
■字句を訂正する場合は誤った字句を二重線で抹消し、正しい字句を記入してください。
■事業主（会社）を通して組合までご提出ください。
■事業主（会社）経由でのお振込みとなります。



記入例

骨折した部位が固定するまで安静が必要で、固定後もリハビリが必要であったため労
務不能と判断した。

鎖骨を骨折し鎖骨バンドで鎖骨を固定。固定するまで安静とし、固定後リハビリが必要。

鎖骨骨折

令和４ 7 １９

健康 太郎

会社（事業主）ご記入欄

７７

Ｒ４ ５ ２０ Ｒ４ ５ ２０ 転倒

療養担当者（医師等）の
意見を受けてください。

９

３／３

健康保険傷病手当金同付加金支給申請書

名古屋市中区●●－１
□□□株式会社
健康 一
052 211 2439

Ｒ４ ５ ２０
Ｒ４ ６ ２１ ３３ ６

愛知県名古屋市中区■●●■1－1
名薬総合病院
保険 太郎

012 345 6789

９

Ｒ4 7 18

労務に服さなかった期間を

含む賃金計算期間におけ

る賃金支給状況について

ご記入ください。

また、賃金支給状況がわ

かるよう、賃金計算方法や

欠勤控除計算方法等をご

記入ください。

※記入欄が不足する場合

は、証明欄をもう１枚用意

し、それぞれに記入してく

ださい。

※資格喪失日以降の期間

については、証明の必要

はありません。

８
２００,０００
３０,０００

２３０,０００

Ｒ４ ５ ２０
Ｒ４ ６ ２１

３３

通勤
欠勤控除

１０ １５

８
２００,０００ ２００,０００
３０，０００ ３０，０００
１６１,０００ １６１,０００

６９，０００ ６９，０００

Ｒ４ ５
Ｒ４ ６
Ｒ４ ７

公〇〇〇〇〇公公〇／／／／公公／／／／／公

5 11 6 10 6 11 7 10

／／／／／ ／／／／／公公／／／／／公公／／／／／公公／

／／／〇公〇〇〇〇〇

■提出・お問い合わせ先

〒460－0002 名古屋市中区丸の内３丁目１－３５ 名古屋薬業健康保険組合 業務課

ＴＥＬ：０５２－２１１－２４３９ HP:https://www.meiyaku-kenpo.or.jp/

5/11～6/10、 6/11～7/10 
６日間出勤、所定日数２０日
基本給＋通勤費＝230,000
230,000÷20×6日＝69,000
欠勤控除
230,000－69,000＝161,000

■申請期間を含む給与計算期間の締め切り日または、支払日が過ぎた後に
ご提出ください。

（例：傷病手当金申請期間：5/21～6/21、給与締め切り日は１０日の当月１５日払い
⇒7/10以降に健保へご提出）



記入例

■提出・お問い合わせ先

〒460－0002 名古屋市中区丸の内３丁目１－３５ 名古屋薬業健康保険組合 業務課

ＴＥＬ：０５２－２１１－２４３９ HP:https://www.meiyaku-kenpo.or.jp/
（R5.2 ）

１／３

健康保険傷病手当金同付加金支給申請書

（ 退 職 後 に 引 き 続 き 傷 病 手 当 金 を 申 請 す る 場 合 ）

記号番号は保険証に
記載されています。

※退職後の申請の場合
は、在職中の記号番号を
ご記入ください。

1

仕事上によるものの場合

は、労働災害に該当する

可能性があります。

傷病手当金の申請の前に

労働災害に該当するか在

職中の会社様を通してご

確認ください。

２

療養担当者の意見を

記入する欄の

“33欄労務不能と認めた

期間”と同じ期間を

ご記入ください。

３

記入漏れが
多くございます。

必ずご選択・ご記入
ください。

４

123

45

ケンコウ タロウ

健康 太郎

４ ８ ３１
123 0000 012 345 6789

名古屋市中区△△△１－１ □□□マンション101
987 654 3210

□□□株式会社

左肩部強打

鎖骨骨折 R4 5 20

Ｒ４ ５ ２０
Ｒ４ ６ ２１ ３１

1

２

営業

３

Ｒ４ ７ ２０

６

４

４



記入例

空欄としてください。

５５

２／３

健康保険傷病手当金同付加金支給申請書

■提出・お問い合わせ先

〒460－0002 名古屋市中区丸の内３丁目１－３５ 名古屋薬業健康保険組合 業務課

ＴＥＬ：０５２－２１１－２４３９ HP:https://www.meiyaku-kenpo.or.jp/



記入例

骨折した部位が固定するまで安静が必要で、固定後もリハビリが必要であったため労
務不能と判断した。

鎖骨を骨折し鎖骨バンドで鎖骨を固定。固定するまで安静とし、固定後リハビリが必要。

鎖骨骨折

健康 太郎

Ｒ４ ５ ２０ Ｒ４ ５ ２０ 転倒

療養担当者（医師等）の
意見を受けてください。

６

３／３

健康保険傷病手当金同付加金支給申請書

Ｒ4 ５ ２０
Ｒ4 ６ ２１ ３３ ６

愛知県名古屋市中区■●●■1－1
名薬総合病院
保険 太郎

012 345 6789

６

Ｒ4 7 18

■提出・お問い合わせ先

〒460－0002 名古屋市中区丸の内３丁目１－３５ 名古屋薬業健康保険組合 業務課

ＴＥＬ：０５２－２１１－２４３９ HP:https://www.meiyaku-kenpo.or.jp/

■添付書類は申請書の裏面に記載があります。申請時には必ずご確認ください。
■退職後初回申請の際に、ご希望の振込先銀行の口座番号・口座名義のわかるものの
写し（キャッシュカード・通帳等）をご提出ください。

■字句を訂正する場合は誤った字句を二重線で抹消し、正しい字句を記入してください。
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